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本施設が位置する地区は、アクアマリンパーク等の観光拠点と港湾関係官公庁施設が立地

していますが、東日本大震災による被害を受け、津波復興拠点整備事業及び小名浜港背後地

震災復興土地区画整理事業が進められています。 

これらの事業は、津波対策、賑わい創出、都市拠点確保のため、民間施設の整備誘導と港

湾関係官公庁施設の集約を行うこととしており、これに伴い、補償事業として庁舎を移転整

備したものです。 

 

【施設概要】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【設計のポイント】 

・建て替えによる既存庁舎の移転事業である

ため、既存庁舎をベースとして法令改善部

分を整理し、補償の考えに基づいた計画と

しています。 

・１階に設ける必要諸室は北側に配置し、南

側には駐車場車路より直接アクセス可能

な車庫を配置しています。 

・２階から上部の居室は庁舎南面に配置し、

採光や海への視認性を確保できる計画と

しています。 

・夜間通用口や管理用の階段はメインエント

ランスと分離して配置し、セキュリティを

確保しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成施設紹介   【小名浜港湾合同庁舎】 

［エントランスホール］ ［階段室］ ［ＥＶホール］

施 設 名： 

場   所： 

構造・規模： 

 

 

入 居 官 署 ： 

小名浜港湾合同庁舎 

福島県いわき市小名浜辰巳町 

鉄筋コンクリート造 地上５階建 

（建築面積）  ４４３㎡ 

（延床面積）１，７９０㎡ 

福島海上保安部 

仙台検疫所小名浜出張所 

横浜植物防疫所塩釜支所小名浜出張所 
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【津波対策】 

本施設は災害応急対策活動拠点

施設に指定されていますが、東日本

大震災において津波被害を受けた

地域に位置しているため、津波被災

後でも業務継続を可能とする津波

対策を実施しています。 

・１階は地上階への配置が求めら

れる室のみ必要最小限で計画し、

その他の居室は非浸水階である

２階以上としています。 

・受水槽、受変電設備、非常用自

家発電設備等の重要機器は非浸

水階である２階以上に設置し、

地下オイルタンクには浸水時で

も稼働できる油中ポンプを採用

しています。 

・本施設は津波避難施設として 

の指定は受けていませんが、屋内階段の一つを常駐職員が解錠することにより、来訪者や

周辺住民の屋上への避難を可能としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小名浜港背後地開発事業】 

小名浜港背後地を、ア

クアマリンパーク・漁港

区と既成市街地を有機

的に結ぶ小名浜港周辺

地域全体の核と位置づ

け、観光客や市民等、多

くの人々の回遊や交流

を促し、漁業をはじめと

した食や文化、観光の情

報発信を行うとともに、

災害に強い、安全・安心

なまちづくりに貢献す

る計画となっています。 

■津波対策（断面イメージ） ■津波対策（断面イメージ） 

［出典：いわき市都市建設部都市計画課 小名浜港背後地開発事業資料］

小名浜港湾合同庁舎 

※１［南西外観（避難ルート階段室）］ ※２［屋上（避難スペース）］ ※３［５階電気室］

写真※１ 

写真※２ 

写真※３

階段室 
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表彰式の開催 

 平成２７年７月１６日、仙台市戦災復興記念館において、「平成２７年度東北地方

整備局国土交通行政関係功労者表彰式」（優良工事東北地方整備局長表彰）を行いま

した。 
 また、続いて平成２７年７月２７日には盛岡合同庁舎会議室において「平成２７年

度営繕優良工事表彰式」（盛岡営繕事務所長表彰）を、平成２７年８月４日には、東

北地方整備局大会議室において「平成２７年度営繕優良工事表彰式」（保全指導・監

督室長表彰）を行いました。 
 これらの表彰は、平成２６年度に工事が完了し、積極的な創意工夫がなされるなど、

建設業における事業の推進に功績があった施工会社等を表彰するものです。 
 

優良工事表彰（東北地方整備局長表彰） 

工事名：石巻港湾合同庁舎(12)建築その他工事 

受注者：株式会社植木組 東北支店 

 

本工事は、東日本大震災で被災した石巻港湾合同庁舎について、現地にて建て替え

を行った工事です。 
津波被災地域内での施工のため、安全対策に積極的に取り組み、非常時の避難訓練

の実施、警報システムの導入など災害に備えた対策を施したほか、全工種で震災復旧

工事の影響による作業員不足や資材不足を早期に予測し、工事に遅延が発生しないよ

うに的確に対応し、無事工期内に完成することが出来ました。 
施工面では階高 6m の 1 階ピロティの施工の際にステージ状支保工足場を設置する

など、効率的な施工を行うための提案を行うとともに、外断熱工法の漏水防止対策と

して監理者、設計者、受注者で対策会議を実施するなど、品質向上についても積極的

に対応されました。 
また現場周辺の清掃や草刈りを定期的に実施するなど、地域とのコミュニケーショ

ンやイメージアップも積極的に図られました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２７年度 優良工事表彰    

東北地方整備局長表彰 
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優良工事表彰（保全指導・監督室長表彰） 

工事名：小名浜港湾合同庁舎(13)電気設備工事 

受注者：オリックス・ファシリティーズ株式会社 仙台工事部 

 

本工事は、小名浜港背後地開発事業に伴う、小名浜港湾合同庁舎の移転建て替えの

電気設備工事です。 
震災復旧工事の影響による作業員不足による工事全体の遅れの解消のため施工調整

会議を実施したほか、海岸エリアに建つ庁舎のため、防錆、浸水対策として屋外空調

動力制御盤の配管と配管接続用カップリング及びハンドホール内の FEP 接続材の工

場取付を採用するなど、十分な品質管理が行われました。 

 

 

優良工事表彰（盛岡営繕事務所長表彰） 

工事名：秋田職安(14)機械設備その他改修工事 

受注者：三和興業株式会社 

 

本工事は、秋田公共職業安定所の既設の中央方式（全空気方式）の空気調和設備を、

個別方式空気調和設備に改修する等の機械設備の改修工事です。 
各制気口の風量調整をより正確に行うため、現場制気口に合う大きさの補助ダクト

を作成し、精度の高い風量測定を行いました。 
また、天井内配管施工において、作業スペースが狭隘なため、作業工程が長期にわ

たることが予想されましたが、適切な施工計画と人員配置により、閉庁日のみの施工

で、職業安定所の業務に支障なく、工期内に無事故で工事を完了させました。 
さらに、来庁者が非常に多い庁舎でもあるため、積極的に庁舎周りの清掃を行い、

工事中の美観の保持にも努めていました。 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 保全指導・監督室長表彰 盛岡営繕事務所長表彰 
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 東北地方整備局管内業務発表会は、参加者相互のスキルアップ、住民のニーズに的確に対応

する事業の推進、強く美しい東北に向けた地域づくりのために必要となる技術・行政・法令及

び経済分野の調査研究成果の討議の場の確保と、研究内容等を発表することにより、発表者の

自己表現・想像力開発技能の向上を図ること、一般聴講者へ最新情報等の話題提供を行い、聴

講する職員には視野の拡大と問題意識の醸成を図ることを基本方針として、整備局・関係団

体・地方公共団体等からの発表に加えて、民間からも論文を募集し、毎年開催しています。 

 今年度は、平成２７年６月２４日

（水）～２５日（木）の２日間にわた

って、東北地方整備局内で開催し、営

繕関係については、下記の２論題の発

表を行いました。 

 なお、今回営繕関係では、営繕部計

画課の佐藤孝志さんが奨励賞を受賞

しています。 

 

管内業務発表会の詳細および論

文については、東北地方整備局ホー

ムページでご覧頂けます。 

ホームページの掲載箇所は以下

のとおりです。 

 

「東北地方整備局トップページ」 

→「各種会議等」 →「管内業務発

表会（Ｈ２７）」 

 

 ＵＲＬ： 

http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/K00360/happyoukai/H27/index1.html 

平成２７年度 

東北地方整備局 管内業務発表会を開催しました 

発表風景 

受賞された皆さん 

テーマ 論　　　　　　題 所　　属
発表者

（敬称略）

安全・安心 石巻市との協働による津波避難ビル整備について
営繕部
計画課

佐藤　孝志

〃 建築物における津波災害対策に関する技術的支援について
営繕部
調整課

煤賀　猛
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平成 26 年度の保全実態調査の結果につきましては、営繕とうほく 133 号にて速報として調査

実施施設数、経年別施設数等について報告させて頂きましたが、7 月に開催しました東北地区

官庁施設保全連絡会議で報告しました内容から、東北地方の国家機関の建築物等の保全の現況

について追加報告させて頂きます。なお、全国の「国家機関の建築物等の保全の現況」につき

ましては、国土交通省大臣官房官庁営繕部のホームページ 

『 http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000005.html 』にて、ご確認ください。 

 

（１）施設保全責任者を定めている施設の割合 

施設保全責任者の任命状況は年々増加

傾向にありますが、平成 26 年度調査で

も、調査対象 1,142 施設の１割以上

(13.7％)の施設で、施設保全責任者が定

められていません。 

各省各庁の長には、国家機関の建築物

等の保全に関する基準の実施に係る要

領において、施設保全責任者を定めるこ

とが求められています。施設保全責任者

が定められていない場合には、速やかに

定めて頂くようお願いします。 

（２）保全計画の作成状況 

保全計画には、「年度保全計画」と「中長期

保全計画」の２つがあります。 

中長期保全計画にいては、「作成している」

が 365 施設(32.0％)、「一部作成している」が

269 施設(23.6％)で、半数近くの 508 施設では、

計画が作成されていない状況になっています。 

年度保全計画については、「作成している」

が 410 施設(35.9％)、「一部作成している」が

315 施設(27.6％)で、約 1/3 の 417 施設では、

計画が作成されていない状況になっています。 

適切な保全を効率的に実施して頂くために、 

全ての施設において、保全計画が作成されることを目指していますが、中長期保全計画、年度

保全計画ともに、全国平均に比べ、大幅に低い作成状況です。 

東北地方整備局営繕部ホームページにＢＩＭＭＳ－Ｎを利用した中長期保全計画の作成方法

等も掲載していますので、計画が未作成の場合には、速やかな対応をよろしくお願いします。 

保全ニュースとうほく 

国家機関の建築物等の保全の現況（東北版） 

894 936
985

292 233
157
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80%

90%
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平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

定めていない

定めている

(86.3%)

(24.6%)
(19.9%)

(13.7%)

(75.4%)
(80.1%)

365 410

269
315

508
417

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中長期計画 年度計画

作成していない

一部作成している

作成している

(35.9%)

(44.5%)
(36.5%)

(32.0%)

(23.6%)
(27.6%)

(1,186 施設) (1,169 施設) (1,142 施設) 

(N= 1,142 施設)
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（３）点検及び確認結果の記録状況 

点検及び確認結果の記録については、「庁舎

等（合同庁舎及び一般事務庁舎に、文化施設、

教育研修施設、試験研究施設等を加えた宿舎を

除く施設）」、「宿舎」ともに、２割以上の施

設で記録が作成されていない状況にあります。 

もし施設で事故が発生した場合には、施設管

理者に法的責任が求められ、必要な点検を行っ

ておらず、第三者に怪我をさせた場合などには、

重い責任を問われることが考えられます。必要

な点検及び確認を漏れなく確実に実施するため

にも、必ず記録を残すようにしてください。 

 

（４）修繕履歴の作成状況 

修繕履歴の作成については、「庁舎等」、「宿

舎」ともに、３割弱の施設で履歴が作成されて

いない状況にあります。 

より適切な保全を、計画的に行うために、修

繕履歴を、確実に作成するようにしてください。 

なお、「国土交通省インフラ長寿命化計画（行

動計画）（平成 26 年 5 月 21 日）」において、

個別施設計画の策定・推進として、点検及び確

認結果の記録並びに修繕履歴で構成する保全台

帳を、全ての施設で作成されることを目指して

います。 

 

（５）総評点の分布 

保全実態調査では、保全状況

に係る調査結果を 100 点満点で

評価し、それらの値から、項目

別の評点及びそれらの平均値に

よる総評点を算出しています。 

宿舎については、調査項目か

ら外されているものがあるた

め、総評点は庁舎等のみ算出し

ています。80 点以上を「良好」

に分類される施設の割合は年々

増加傾向にはありますが、５割 

に満たない状況にあります。「要努力」や「要改善」の施設については、その言葉通り、改善

等が必要ですが、「概ね良好」の施設も含め、全ての施設が「良好」に分類されるよう、より

一層の適正な保全の推進に取り組んで頂くよう、お願いします。 
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要改善(40点未満)

要努力(40点以上)

概ね良好(60点以上)

良好（80点以上)

(5.6%)(4.6%)

(38.4%)

(10.0%)

(47.0%)

(44.3%) (48.9%)

(5.4%)

(27.4%)

(6.2%)

(18.3%)

(43.8%)

(665 施設) (476 施設) 

(665 施設) (476 施設) 

(679 施設) (673 施設) (665 施設) 
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東北地方整備局営繕部及び盛岡営繕事務所では、東北６県で平成 27 年度「東北地区官庁施設

保全連絡会議」を開催しました。 

 本会議は、保全指導・支援の一環として、国家機関、独立行政法人、地方自治体の施設管理

者や保全業務担当者などを対象に毎年度開催しているもので、今年度は６会場合わせて 170 機

関 239 名の方々に出席いただきました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 会議では、「国家機関の建築物等の保全の現況」に関する内容として、施設保全の必要性、平

成 26 年度の保全実態調査結果（東北版）、保全実施指導結果の事例紹介などのほか、「建築物の

保全を取り巻く最近の動向」や「官庁施設情報管理システム（BIMMS-N）の活用」について説明

しました。 

各会場にてご協力いただいたアンケートの結果から、最も高評価をいただいた議題は「保全

実施指導結果の事例紹介」、次いで「官庁施設の防災・災害対応について」となっており、日頃

の業務に密着した庁舎管理上の注意点や危機管理に関する内容への関心の高さが伺われました。 

また、会議全体を通して「初心者でも分かりやすかった」などのお褒めの言葉をいただいた

一方、「説明時間配分の調整不足」、「実例を交えた説明を増やして欲しい」といったご意見もい

ただきました。この貴重なご意見は、次回以降の参考とさせていただき、よりご要望に沿った

会議になるよう改善してまいります。 

なお、アンケートを通して、普段業務で抱えるお悩みなどもお聞かせいただきました。私ど

も東北地方整備局では、皆様の保全業務に必要な技術的支援をはじめ、保全に関するご不明な

点やお悩みなどにつきましても相談窓口を設けておりますので、お気軽にご連絡ください。 

 

【保全に関する相談窓口】 東北地方整備局 

     営繕部 保全指導・監督室  担当者 室長補佐 

                TEL 022-225-2171 （内線 5513）  FAX 022-268-7833 

     盛岡営繕事務所  担当者 保全指導・監督官室長 

          TEL 019-651-2015               FAX 019-605-8115 

 

保全ニュースとうほく 

平成２７年度「東北地区官庁施設保全連絡会議」を開催しました！ 

仙台会場の様子 
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東北地方整備局では、従前より、地震、津波、風水害などの災害発生した際、施設管理

者の皆様から、被災状況を報告いただくようお願いして参りましたが、本年 4 月からの試

行運用を経て、7 月 17 日に開催されました中央官庁営繕担当課長連絡調整会議において、

「官庁施設の被災情報伝達要領」が各省各庁の申し合わせ事項になりましたので、要領に

基づく被災状況の報告方法等について、ご説明させて頂きます。 

 

１．「官庁施設の被災情報伝達要領」の目的 

官庁施設は災害時においても、災害応急対策活動を支える拠点施設などの役割を担うこ

とになります。災害時においては、施設管理者の皆様と官庁営繕部等が連携して、官庁施

設の機能確保及び二次災害の防止に向けて対応する必要があり、被災情報等を適切に共有

することが重要となります。 

「官庁施設の被災情報伝達要領」は、災害時の官庁施設の被災情報の伝達方法等を定め、

施設管理者と官庁営繕部等における効率的かつ確実な被災情報の共有に資することを目的

としています。 

 

２．対象施設 

災害時において被災情報を伝達する施設（以下「対象施設」という。）は、図１の通りで 

す。官公庁施設の建設等に関

する法律第 10 条により国土

交通大臣が営繕等を行う施設、

労働保険官署及び職業安定官

署に係る施設、並びに「国家

機関の建築物のうち特に重要

な建築物を定める件」（平成 16 

年国土交通省告示第 456 号）

に規定する施設としています。

ただし、在外公館、公務員宿

舎、刑務所、防衛施設等は対

象外としています。 

 

 

３．災害に応じた情報伝達内容等 

災害の種類、規模に応じて、情報伝達を行う対象施設の範囲と伝達内容を設定しており、

その内容は、次の①及び②の通りです。（表１参照） 

① 各施設に対応した震度観測点において震度５強以上の地震が観測された場合は、施設

の「被害の有無」（「有」の場合は、その「被害の状況」とも）を伝達します。 

「防災アシスト情報」 

「官庁施設の被災情報伝達要領」に基づく 
被災状況の報告方法等について

 
図１ 対象施設 
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② 各施設に対応した震度観測点において震度５弱以下の地震が観測された場合又は津

波、風水害、雪害、火山災害等の地震以外の災害により施設に被害が生じた場合は、

その「被害の状況」を伝達します。 

 

 

 

 

 

 

※ 施設の所在地における震度については、個別施設に対応した震度観測点を、予め各

地方整備局等にて設定し、各省各庁に送付しておりますので、各施設管理者は、気象

庁ＨＰ等より震度観測点における震度に関する情報を入手してください。 

 

４．伝達様式 

被災情報の伝達には、「様式１（被災情報のとりまとめ）」、「様式２（各施設の被災情報）」、

「様式３（各施設の被災状況写真）」の３つの様式を使用します。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．情報伝達ルートと伝達事項 

各省各庁の各施設管理者から官庁営繕部等に至る被災情報の伝達ルートは、情報伝達の

確実性の観点から可能な限り複数ルートを確保することとしています。（図３参照） 

 

 

 

  

表１ 災害に応じた情報伝達を行う対象施設の範囲及び伝達内容 

災害の種類 地震以外の災害

対象施設
震度５強以上の地域に
所在する全ての施設

震度５弱以下の地域に
所在する被害があった施設

被害があった施設

伝達内容
被害の有無
被害の状況

地震災害

被害の状況

 
図２ 被災情報の伝達様式

 
図３ 各省各庁から国土交通省への複数の情報伝達ルート確保のイメージ 
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◆ 施設管理者からの情報伝達 ◆ 

各施設管理者は、所管する施設の被災情報を「様式２」により営繕事務所等と自らの

上位機関に伝達します。その際、被害があった施設については、「様式３」を添付します。 

◆ 地方ブロック機関からの情報伝達 ◆ 

各省各庁の地方ブロック機関等は、施設管理者より報告のあった各施設の「様式２」

（自らの施設の「様式２」を含む）の被災情報を「様式１」にとりまとめ、「様式１」及

び「様式２」により地方整備局等と自らの上位機関に伝達します。その際、被害があっ

た施設については、「様式３」を添付します。 

 

６．情報伝達時期 

被災情報の伝達時期については、「地震災害」と「地震以外のその他の災害」、更に地震 

災害については「勤務時間内

に発災した場合」と「勤務時

間外に発災した場合」に分け

て考えられています。 

地震災害が勤務時間内に発

災した場合には、各省各庁の

本省庁等及び国土交通省大臣

官房官庁営繕部にて、概ね３

時間以内で対象施設全体の被

災情報の概況を把握できるよ

う情報伝達を行うこととして

います。（図４参照） 

 

 

 

７．情報伝達手段 

被災情報の伝達手段は、原則としてパソコンによる電子メールとします。電子メールが

使用できない場合は、ＦＡＸ 等により伝達してください。なお、施設管理者からの各個別

施設の被災情報（様式２）については、パソコンによる電子メールが使用できない場合は、

携帯電話またはスマートフォンのメール機能により伝達して頂くことも可能です。 

 

８．情報伝達のための平時の準備 

発災時に円滑な情報伝達ができるよう対象施設の基本情報の把握、情報伝達窓口の確認、

施設に応じた点検体制の整備、情報伝達訓練等を実施してください。 

 

図４ 情報伝達ルートと伝達時期のイメージ 
    （地震災害が勤務時間内に発生した場合） 
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